
 

八 潮 監 告 示 第 ３ 号  

地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 １ ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 八 潮 市

長 か ら 平 成 ３ ０ 年 度 定 期 監 査 （ 部 監 査 ） の 結 果 に 係 る 措 置

状 況 の 報 告 が あ っ た た め 、 別 紙 の と お り 公 表 す る 。  
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八 潮 市 監 査 委 員  服  部  清  二    



 

八潮総収第９５０号 

平成３１年２月５日 

 

 八潮市監査委員 原   寿 基 様 

 八潮市監査委員 服 部 清 二 様 

 

 

     八潮市長 大 山  忍 

 

 

   平成３０年度定期監査（部監査）の指摘事項について（通知） 

 平成３１年１月２４日付け八潮監発第１１２号により提出された平成３０

年度定期監査（部監査）の指摘事項について、下記のとおり措置を講じたので、

地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき通知します。 

 

記 

１ 指摘事項 

１ 臨時職員の賃金について 

・通勤手当分について、出勤簿の集計誤りにより、支給額を誤っている  

ものが認められた。（八潮メセナ） 

・賃金について、出勤簿への年次有給休暇の記入漏れにより、支給額を

誤っているものが認められた。（八潮メセナ） 

・賃金について、時間外勤務における割増賃金の計算漏れにより、支給

額を誤っているものが認められた。（スポーツ振興課） 

・賃金について、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超過した分の割 

増賃金の計算漏れにより、支給額を誤っているものが認められた。 

（スポーツ振興課） 

２ 職員の時間外勤務手当 

・週休日の振替による２５/１００の時間外勤務手当の支給額を誤ってい

るものが認められた。（八潮メセナ、都市農業課） 

 

２ 措置内容 

  別紙「平成３０年度定期監査（部監査）措置事項報告書」のとおり



 

平成３０年度定期監査（部監査）措置事項報告書 

 

指摘事項 措置状況 

 

１ 臨時職員の賃金について 

・通勤手当分について、出勤簿の集

計誤りにより、支給額を誤っている

ものが認められた。（八潮メセナ） 

 

 

 

 

 

 

 

・賃金について、出勤簿への年次有

給休暇の記入漏れにより、支給額を

誤っているものが認められた。 

（八潮メセナ） 

 

 

 

 

 

 

・賃金について、時間外勤務におけ

る割増賃金の計算漏れにより、支給

額を誤っているものが認められた。 

   （スポーツ振興課） 

 

 

 

 

 

１ 臨時職員の賃金について 

・出勤簿及び年次有給休暇簿を再度

確認し、２月１５日に支給する通勤

手当を調整し、適正な事務処理を行

います。 

 今後につきましては、賃金計算を

行う際に、シフト表、出勤簿及び有

給休暇簿の確認を複数の職員で行

い、再発防止に努めます。 

（市民協働推進課） 

 

・出勤簿及び年次有給休暇簿を再度

確認し、２月１５日に支給する賃金

を調整し、適正な支払事務を行いま

す。 

 今後につきましては、賃金計算を

行う際に、シフト表、出勤簿及び有

給休暇簿の確認を複数の職員で行

い、再発防止に努めます。 

 （市民協働推進課） 

 

・出勤簿を再度確認し、２月５日付

で遅延利息とともに支払い手続きを

しました。 

 今後につきましては、出勤簿への

記入を二段書きにするなど明確に

し、確認を複数の職員で行い再発防

止に努めます。（スポーツ振興課） 

 



 

・賃金について、１週間の勤務時間

が３８時間４５分を超過した分の割

増賃金の計算漏れにより、支給額を

誤っているものが認められた。 

（スポーツ振興課） 

 

 

 

 

 

２ 職員の時間外勤務手当 

・週休日の振替による２５/１００の

時間外勤務手当の支給額を誤ってい

るものが認められた。 

（八潮メセナ、都市農業課） 

 

 

・出勤簿を再度確認し、２月５日付

で遅延利息とともに支払い手続きを

しました。 

 今後につきましては、週の勤務時

間を関係課と調整し、３８時間４５

分を超過しないよう、シフトを組み、

出勤簿の確認を複数の職員で行い、

再発防止に努めます。 

（スポーツ振興課） 

 

２ 職員の時間外勤務手当 

・指摘された事項については、２月

に支給される給与を調整し、適正な

事務処理を行います。今後、週休日

の振替を行う場合は、その週の勤務

時間を必ず集計し、適正に請求する

よう周知徹底します。 

（市民協働推進課） 

 

・適正な請求手続きを行いました。

同様のミスが生じないように、課内

全職員に周知し、適正な事務処理に

努めます。 

（都市農業課） 

 

 


